
農作業中の熱中症による
死亡事故の傾向について

資料10
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令和６年に発生した農作業死亡事故の調査結果

農作業事故死亡者数の推移 就業者10万人当たり死亡者数の推移

死亡者数 農 業：農作業死亡事故調査（農水省）
他産業：死亡災害報告（厚労省）

就業者 農 業：農林業センサス、農業構造動態調査（農水省）
他産業：労働力調査（総務省）

※ 農作業死亡事故調査（農水省）

〇 農作業事故死亡者数は、近年減少傾向にあったが、令和６年は287人となり、前年より急増（51人増）。

〇 これに伴い、就業者10万人当たりの死亡者数は14.8人に増加し、他産業との差が更に拡大。

（注）就業者10万人当たり死亡者数の算出において就業者として使用し
ていた農業就業人口の調査が令和元年で終了したため、令和２年か
ら農業従事者数を使用して算出。
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〇 令和６年の農作業死亡事故を要因別にみると、「機械事故」、「施設事故」、「それ以外の事故」のいずれも前年より増加。

〇 特に、「それ以外の事故」のうち「熱中症」が、前年の37人から59人に顕著に増加した（22人増）。

農作業死亡事故の発生状況の分析①
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農作業死亡事故の発生状況の分析②

○ 環境省と気象庁が発表する「熱中症警戒アラート」は、令和３年の制度創設以降、発表回数が毎年増加。これに伴い、厚
生労働省が公表する熱中症の死亡者数も毎年急増しており、農作業死亡事故における熱中症の死亡者数も概ね同じ傾
向で推移。

〇 農作業死亡事故を発生月別にみると、熱中症警戒アラートが発表された５～９月の増加数（52人増）が全体増加数（５１
人増）を超えており、夏場の高温が、熱中症のみならず熱中症以外の事故にも影響している可能性が考えられる。

熱中症警戒アラートの発表数と熱中症死亡者数の推移（令和３～７年）
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農作業における熱中症等対策総合パッケージ

〇 農作業中の熱中症等による事故を防ぐため、スマート農業技術や農業サービス事業者等を活用した生産方式（ホワイト
生産方式）への転換と、農業者における熱中症等の回避行動の啓発活動を併せて推進する必要。

〇 このため、農林水産省では、これらを推進する施策を「農作業における熱中症等対策総合パッケージ」としてとりまとめ、
関係機関を挙げて強力に推進。

熱中症等のリスクを低減する生産方式

ホワイト生産方式への転換

〇スマート農業技術の導入
自動化技術やＩＴ技術の活用を通じて、省力化・軽労化。

（例）・水管理の遠隔操作や自動化
・生育予測システムによる業務量の平準化

【支援策】スマ転事業（ ）

〇農業支援サービスの活用
作業の外部化を通じ、農業者の高温暴露時間を軽減。

（例）・ドローンによる農薬・肥料散布作業の委託
  ・リモコン草刈機を有する事業者への作業委託

【支援策】サービス加速化事業（ ）

〇農作物の高温対策
農作物の高温対策を通じて、農業者の労働環境も改善。

（例）遮光資材、細霧冷房、天窓、ヒートポンプの活用

【支援策】グリーンな栽培体系転換（ ）

R7補正 156億円の内数
R8当初 25億円の内数

R7補正 156億円の内数
R8当初 25億円の内数

R7補正 40億円の内数
R8当初 5.7億円の内数
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農作業における熱中症等対策総合パッケージ

※３月中に発出予定の令和７年地球温暖化影響調査レポートにも上記を記載

〇研修の強化（熱中症等対策研修強化期間の前倒し）

〇夏の熱中症等対策声かけ期間の新設

より多くの農業者に早い段階から熱
中症への注意を促すため、熱中症対策
研修強化期間を１か月前倒（４～６月）。

この中で、熱中症や夏季の農作業事
故の回避策をお伝えするとともに、ホ
ワイト生産方式への転換の必要性を啓
発。

特にリスクが高い７～９月を新たに「夏の熱中症等対策声
かけ期間」として設定し、関係機関を挙げて、各種メディアも
活用した声かけ運動を展開。

熱中症等の回避に向けた安全意識の向上



熱中症等の回避に向けた安全意識の向上

〇熱中症等対策研修強化期間の設定

熱中症等対策研修強化期間：４月１日～６月30日
※前年より１カ月前倒し

【主な研修内容】

① 熱中症対策アイテムの活用
② 夏季の農作業（草刈、高所作業等）のリスク解説
③ ホワイト生産方式の紹介
④ 熱中症発症時の対応

などを専用テキスト等を用いて研修

（参考）昨年のテキスト

※農業機械作業研修及び未熟練農業者を対象とした研修については、期間に限らず実施しその状況は把握する。

〇夏の熱中症等対策声かけ期間の新設

熱中症等対策声かけ期間：７月１日～９月30日

【今夏のキャッチフレーズ】

いのちをうばう、夏のひとり作業

【その他の主な取組】

① 農業者向けの注意喚起チラシの配布
② 各種会合や農業生産資材の販売・配達等の機会
を捉えた声かけ

③ SNS、防災無線、広報誌など様々な媒体を活用
した声かけ

5

（参考）昨年のチラシ

熱中症等対策研修強化期間の設定 夏の熱中症等対策声かけ期間の新設



スマート農業技術・農業支援サービス・農作物の高温対策を組み込んだ

ホワイト生産方式のイメージ

水田作の例 果樹の例
 夏季における水田作の主要な作業は農薬散布、追肥、草刈、水

管理等

 農薬散布・追肥については農業支援サービス事業者の活用、草
刈・水管理については、畦畔除去により草刈作業面積を縮減し
つつ、スマート農業技術である自動水管理装置等の導入によ
り、大幅な省力化・軽労化が可能

ドローンサービスに
よる農薬散布・追肥 自動水管理装置

畦畔除去による
草刈の作業面積の縮減

 夏季における果樹（りんご）の主要な作業は摘果、防除、除草作業

 省力樹形（超高密植栽培）への転換による直線的な動線と作業の
単純化に加え、摘果作業に高所作業台車・摘果剤、防除作業にトラ
クタ連結式防除機、除草作業に自動草刈機を導入することで大幅
な省力化・軽労化が可能

省力樹形への転換 高所作業台車を
利用した摘果作業

自動草刈機

施設園芸(トマト）の例

 夏季における施設園芸の主要な作
業は、吊り下ろし作業、農薬散布、葉
かき、摘果、収穫作業等

 ヒートポンプ等を複合環境制御装置
でコントロールしたり、ハウスの嵩上
げや遮光剤の塗布によりハウス内の
温度を低下

ドローンサービスに
よる遮光剤の塗布

高軒高ハウス

畑作物の例

 夏季におけるさとうきびの主要な作業
はかん水作業

 かんがい未整備地区では、大型トラック
等による散水が行われているが、微気
象観測システムによる土壌水分やさと
うきびの水ストレス状況を把握し、リ
モートによるかん水作業を行うことによ
り、省力化・かん水量の低減が可能

微気象観測システム
によるデータ収集

遠隔操作による
かん水ポンプの起動

6

露地野菜（キャベツ）の例

 夏季の作業は、除草や防除、収穫

 ドローンの導入による除草・防除等
の省力化や、収穫機の導入による収
穫作業時間の削減により、夏季の暑
い時間の作業を削減

ドローンサービスに
よる防除

収穫機
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